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【手続補正書】
【提出日】令和1年5月22日(2019.5.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製品アイテム（８０）を貯蔵するための貯蔵システム（１０）であって、
　頂部レベル（Ｌ０）を有する格子構造（２０）と、
　前記格子構造（２０）内で垂直に積み重ねられて貯蔵されるように構成されている複数
の第１の貯蔵容器（３０）であって、各第１の貯蔵容器（３０）は少なくとも１つの製品
アイテム（８０）を収容するように構成される、第１の貯蔵容器（３０）と、
　前記格子構造の前記頂部レベル（Ｌ０）で水平に移動するように構成されると共に、前
記第１の貯蔵容器（３０）を、持ち上げ、持ち運び、そして前記格子構造（２０）内の所
望の位置に配置するように構成された搬送器（４０）と、
　を備え、
－前記貯蔵システム（１０）が、一端に選択機構（７４）を有する可動アーム（７２）を
備えるロボット装置（７０）をさらに備え、
－前記ロボット装置（７０）が、選択機構（７４）によって第１位置（Ａ）と第２位置（
Ｂ）との間で製品アイテム（８０）を移動させるように構成され、
－前記第１位置（Ａ）が、前記貯蔵格子（２０）に貯蔵された第１の貯蔵容器（３０）の
位置であることを特徴とする、
　貯蔵システム（１０）。
【請求項２】
　前記ロボット装置（７０）は、使用中に、前記可動アーム（７２）を前記貯蔵格子（２
０）の頂部レベル（Ｌ０）の上方、又は、前記頂部レベル（Ｌ０）のすぐ下のレベル（Ｌ
１）の上方に配置する、請求項１に記載の貯蔵システム（１０）。
【請求項３】
　前記第１位置（Ａ）は、前記頂部レベル（Ｌ０）又は前記貯蔵格子（２０）の前記頂部
レベル（２０）のすぐ下のレベル（Ｌ１）に貯蔵された第１の貯蔵容器（３０）の位置で
ある、請求項１または２に記載の貯蔵システム（１０）。
【請求項４】
　前記第２位置（Ｂ）は、前記貯蔵格子（２０）に隣接して配置されたコンベアシステム
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（９０）の位置である、請求項１から３の何れか１項に記載の貯蔵システム（１０）。
【請求項５】
　前記第２位置（Ｂ）は、前記コンベアシステム（９０）に配置された第２の貯蔵容器（
３８）の位置である、請求項４に記載の貯蔵システム（１０）。
【請求項６】
　前記コンベアシステム（９０）は、前記頂部レベル（Ｌ０）のすぐ下のレベル（Ｌ１）
の高さ（ＨＬ１）と等しい又は上方の高さ（Ｈｃ）に設けられている、請求項４又は５に
記載の貯蔵システム（１０）。
【請求項７】
　前記ロボット装置（７０）は、選択機構（７４）によって前記第１および／または第２
の貯蔵容器（３０，３８）を移動させるように構成されている、請求項１から６の何れか
１項に記載の貯蔵システム（１０）。
【請求項８】
　前記搬送器（４０）と前記ロボット装置（７０）との間での衝突を避けるために、前記
ロボット装置（７０）が、前記搬送器を制御する搬送器制御システムと通信するように構
成される、請求項１から７の何れか１項に記載の貯蔵システム（１０）。
【請求項９】
　前記コンベアシステム（９０）は、前記製品アイテム（８０）、又は前記製品アイテム
（８０）を収容する前記第２の貯蔵容器（３８）を、搬送および／または供給ステーショ
ン（６０）へ移送する、請求項４又は５に記載の貯蔵システム（１０）。
【請求項１０】
　前記貯蔵システムが、前記格子構造（２０）の前記頂部レベル（Ｌ０）と前記配送およ
び／または供給ステーション（６０）との間で垂直方向に前記第１の貯蔵容器（３０）を
移送する容器リフト装置（５０）を備えている、請求項９に記載の貯蔵システム（１０）
。
【請求項１１】
　貯蔵制御および通信システムであって、
－前記貯蔵格子（２０）内の第１のロボットアーム（７２）の到達可能領域（Ａ１）に複
数の第１の貯蔵容器（３０）を配置するように、前記搬送器（４０）を制御し、
－前記貯蔵格子（２０）内の前記第１のロボットアーム（７２）の到達可能領域（Ａ１）
の少なくとも１つの第１の貯蔵容器（３０）から、前記貯蔵格子（２０）外の前記第２の
ロボットアーム（７２）の到達可能領域（Ｂ１）に配置された少なくとも１つの第２の貯
蔵格子（３８）へ、前記製品アイテム（８０）を移動させるように、前記ロボット装置（
７０）を制御する、
貯蔵制御および通信システムをさらに備える、
請求項１から１０の何れか１項に記載の貯蔵システム（１０）。
【請求項１２】
　前記貯蔵制御および通信システムが、
－複数の選択注文を解析し、
－前記選択注文から最も頻繁に要求される製品アイテム（８０）を決定し、
－前記最も頻繁に要求される製品アイテム（８０）を収容する前記第１の貯蔵容器（３０
）を前記第１領域（Ａ１）に配置するように構成されている、
　請求項１１に記載の貯蔵システム（１０）。
【請求項１３】
　前記貯蔵制御および通信システムが、
　－前記貯蔵格子（２０）の前記第１のロボットアーム（７２）の到達可能領域（Ａ１）
の複数の第１貯蔵容器（３０）から、前記貯蔵格子（２０）の外部の前記第２ロボットア
ーム（７２）の到達可能領域（Ｂ１）に配置された少なくとも１つの第２の貯蔵容器（３
８）へ、製品アイテム（８０）を移動させるように、前記ロボット装置（７０）を制御す
るように構成されている、



(3) JP 2018-516825 A5 2019.6.27

　請求項１１又は１２に記載の貯蔵システム（１０）。


	header
	written-amendment

